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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和４年１０月１３日 ０６時４０分ごろ～０６時５０分ごろ

の間） 

（死亡時刻：１０月１３日０８時４７分（搬送された病院で医師によ

り死亡が確認された時刻）） 

発生場所 兵庫県南あわじ市丸山
まるやま

漁港北西方沖 

 丸山港西防波堤南灯台から真方位３０６°８.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２２.５′ 東経１３４°３１.１′） 

事故の概要  漁船照
しょう

正
せい

丸は、機船船びき網漁の操業中、船長が落水して溺死し

た。 

事故調査の経過  令和４年１１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 照正丸、４.９トン 

 ＨＧ３－４２９０４（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.７５ｍ（Lr）×３.７９ｍ×１.１８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１１０ｋＷ（動力漁船登録票による）、平成５年

１月１９日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５９年８月２７日 

  免許証交付日 平成３０年８月２７日 

         （令和６年８月２６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮流 西流約

０.４ノット（kn）、海面水温 約２４℃ 

日出時刻：０６時０５分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、令和４年１０月１３日０４時５０

分ごろ、機船船びき網船船団の網船として、左側の網船であることを
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示す赤色の旗を掲げ、右側の網船であることを示す緑色の旗を掲げた

もう１隻の網船（以下「Ａ船」という。）及び運搬兼探索船（以下

「Ｂ船」という。）と３隻で船団を構成し、兵庫県姫路市坊勢
ぼ う ぜ

漁港を

出港した。 

船団は、丸山漁港北西方沖の漁場に到着後、０６時４０分ごろ船長

からＡ船及びＢ船に投網を始めるとの無線連絡があり、本船がＢ船の

船尾方約３００ｍ、Ａ船が本船の右舷船尾方約３００ｍの位置で、約

１～２kn の対地速力で南西進しながら投網を開始した。（図１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 投網状況 

 

 Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）は、投網を始めるとの無線

連絡があった直後、本船のトロールウインチを操作して投網作業を 

行っているはずの船長の姿が見えないことに気付き、Ｂ船の船長（以

下「船長Ｂ」という。）にそのことを伝えた。 

船長Ｂは、船長が落水したかもしれないと思い、Ｂ船を反転させて

本船の方に向かい、付近で操業中の同じ漁業協同組合に所属する僚船

に船長が落水した可能性があることを伝え、捜索への協力を依頼し

た。 

その通報を聞いた僚船の乗組員は、何隻かの僚船が捜索に向かって

いることを漁業協同組合へ連絡した。 

船長Ｂは、Ｂ船を本船に接舷させて本船に乗り込み、船長が見当た

らなかったので、機関を中立にして本船を停船させ、船長が落水した

場合、船長が網に絡んで網と一緒に沈んでしまうといけないと思い、

トロールウインチの投網を止めて巻き揚げ始めた。 

 船長Ａは、Ａ船で本船に向かい、本船の船尾方で船長が落水してい

ないか捜していたところ、０６時５０分ごろ、網の先端に取り付けら

れたブイ（以下「ブイ」という。）のロープが身体に絡んだ状態の船

長を海面付近で発見し、Ａ船に移乗した僚船の乗組員と共に船長をＡ

船に引き上げ、膨張していた首掛け型の自動膨張式救命胴衣を脱がせ

て心肺蘇生を始めた。 

船長は、心肺蘇生が継続して行われる中、速力の速い僚船に移され

南西進 約１～２kn 

網 

投網 Ｂ船 
本船 

Ａ船 
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て坊勢漁港に戻り、漁業協同組合が救助要請して来援したドクターヘ

リにより病院に搬送されたが、医師により０８時４７分死亡が確認さ

れ、溺死と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本船船尾部

の状況①、写真３ 本船船尾部の状況②、写真４ 本船漁具 参

照） 

 その他の事項 本船が投網した網は、えい
．．

網用のワイヤが約２００ｍ、袖網に接続

のワイヤ約３０ｍ、袖網と脇網を合わせて約１２０ｍ、袋網約３０

ｍ、取外し用袋網約１５ｍ、ブイのロープ約４５ｍ及び約６０ｍで構

成されており、投網後、２隻でえい
．．

網するものであった。（図２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

① ：えい
．．

網用ワイヤ 約２００ｍ 

② ：袖網に接続のワイヤ 約３０ｍ 

③ ：袖網と脇網を合わせて 約１２０ｍ 

④ ：袋網 約３０ｍ 

⑤ ：取り外し用袋網 約１５ｍ 

⑥ ：ブイのロープ 約４５ｍ 

⑦ ：ブイのロープ 約６０ｍ 

図２ 網の構成 

 

船長は、発見された時、カッパ下、手袋及び膨張した状態の首掛け

型の自動膨張式救命胴衣を着用していたが、出港時に履いていた長靴

は見付からなかった。 

船長は、機船船びき網などの漁業の経験が約４０年あり、持病もな

く、出港時、体調不良等を訴えていなかった。 

本船の船尾甲板から船
ふな

緑
べり

までの高さは約４０cmであった。 

船長Ｂは、船長が、ふだんから安全に配慮して船上の漁具を作業し

やすいように配置していたので、漁具に足を取られるようなことは考

えにくく、重量がある網の投入時に体勢を崩すなどして落水し、投げ

入れたブイのロープが身体に絡まって海中に引っ張られて沈み、溺水

した可能性があると本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 

① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

不明 

 船長は、溺死した。 

船長は、０６時４０分ごろ投網を始めると連絡して投網を開始して

いたこと、０６時５０分ごろ本船の船尾方の海面付近でブイのロープ

が体に絡み、着用していた首掛け型の自動膨張式救命胴衣が膨張した

状態で発見されたことから、この間において本船から落水し溺死した

ものと考えられる。 

船長は、重量がある網の投入時に体勢を崩すなどして落水し、投げ

入れたブイのロープが体に絡まって海中に引っ張られて沈み溺水した

可能性が考えられるが、船長が本事故で死亡しており、落水する状況

を目撃した者がおらず、落水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が、丸山漁港北西方沖の漁場において操業中、船長

が、落水して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船縁の低い１人乗り小型漁船の船長は、甲板上から重量がある網

を投入するなどの作業を行う際、落水の可能性を常に認識し、作

業位置や作業姿勢、周囲の状況に注意して作業を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県 

香川県 
和歌山県 

大阪府 

徳島県 

岡山県 

淡路島 

船長が発見された場所 

（令和４年１０月１３日 

 ０６時４０分ごろ投網開始、 

 ０６時５０分ごろ発見） 

丸山港西防波堤南灯台 

淡路島 

坊勢島 

坊勢漁港

丸山漁港
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船船尾部の状況① 
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写真３ 本船船尾部の状況② 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 本船漁具 
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